
- 1 -

〇
経
済
産
業
省
告
示
第

号

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
八
号
）
第
二
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和

四
十
九
年
通
商
産
業
省
告
示
第
五
十
九
号
（
火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
が

ん
具
煙
火
貯
蔵
庫
に
係
る
防
火
壁
の
基
準
及
び
火
薬
庫
か
ら
も
つ
ぱ
ら
当
該
火
薬
庫
の
所
属
す
る
事
業
所
の
事
業
の
用
に
供
す

る
施
設
た
る
保
安
物
件
に
対
し
て
と
る
べ
き
保
安
距
離
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和

年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

昭
和
四
十
九
年
通
商
産
業
省
告
示
第
五
十
九
号
（

昭
和
四
十
九
年
通
商
産
業
省
告
示
第
五
十
九
号
（

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
第
四
項
及

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
第
四
項
及

び
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
く
が
ん
具
煙
火
貯
蔵
庫

び
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
が
ん
具
煙
火
貯
蔵
庫
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に
係
る
防
火
壁
の
基
準
及
び
火
薬
庫
か
ら
も
つ
ぱ

に
係
る
防
火
壁
の
基
準
及
び
火
薬
庫
か
ら
も
つ
ぱ

ら
当
該
火
薬
庫
の
所
属
す
る
事
業
所
の
事
業
の
用

ら
当
該
火
薬
庫
の
所
属
す
る
事
業
所
の
事
業
の
用

に
供
す
る
施
設
た
る
保
安
物
件
に
対
し
て
と
る
べ

に
供
す
る
施
設
た
る
保
安
物
件
に
対
し
て
と
る
べ

き
保
安
距
離
）

き
保
安
距
離
）

一

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い

一

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
十
三
条
第
四
項
の
が
ん
具
煙
火
貯
蔵
庫
に

う
。
）
第
二
十
三
条
第
四
項
の
が
ん
具
煙
火
貯
蔵
庫
に

係
る
防
火
壁
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

係
る
防
火
壁
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

る
。

イ

［
略
］

イ

［
略
］

ロ

防
火
壁
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
補
強
コ
ン

ロ

防
火
壁
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
補
強
コ
ン

ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
又
は
鉄
板
若
し
く
は
耐
火
性

ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ツ
ク
造
又
は
鉄
板
若
し
く
は
耐
火
性

の
板
を
鉄
骨
等
に
よ
り
補
強
し
た
構
造
の
も
の
と
し

の
板
を
鉄
骨
等
に
よ
り
補
強
し
た
構
造
の
も
の
と
し

、
基
礎
を
堅
ろ
う
に
す
る
こ
と
。

、
基
礎
を
堅
ろ
う
に
す
る
こ
と
。
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ハ

防
火
壁
の
高
さ
は
、
が
ん
具
煙
火
貯
蔵
庫
に
天
井

ハ

防
火
壁
の
高
さ
は
、
が
ん
具
煙
火
貯
蔵
庫
に
天
井

を
設
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
天
井
か
ら
五
十
セ

を
設
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
天
井
か
ら
五
十
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
と
し
、
そ
の
他
の
場
合

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
と
し
、
そ
の
他
の
場
合

に
あ
つ
て
は
屋
頂
の
高
さ
以
上
と
す
る
こ
と
。

に
あ
つ
て
は
屋
頂
の
高
さ
以
上
と
す
る
こ
と
。

ニ

防
火
壁
の
厚
さ
は
、
鉄
板
に
あ
つ
て
は
〇
・
三
五

ニ

防
火
壁
の
厚
さ
は
、
鉄
板
に
あ
つ
て
は
〇
・
三
五

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
最
大
貯
蔵
量
が
二
ト
ン
以
下
の
が

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
最
大
貯
蔵
量
が
二
ト
ン
以
下
の
が

ん
具
煙
火
貯
蔵
庫
に
係
る
防
火
壁
に
あ
つ
て
は
、
〇

ん
具
煙
火
貯
蔵
庫
に
係
る
防
火
壁
に
あ
つ
て
は
、
〇

・
二
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
、
そ
の
他
の
も
の
に

・
二
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
、
そ
の
他
の
も
の
に

あ
つ
て
は
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

あ
つ
て
は
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

二

規
則
第
二
十
三
条
第
七
項
の
保
安
物
件
が
も
つ
ぱ
ら

二

規
則
第
二
十
三
条
第
七
項
の
保
安
物
件
が
も
つ
ぱ
ら

当
該
火
薬
庫
の
所
属
す
る
事
業
所
の
事
業
の
用
に
供
す

当
該
火
薬
庫
の
所
属
す
る
事
業
所
の
事
業
の
用
に
供
す

る
施
設
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
火
薬
庫
か
ら
当
該
施

る
施
設
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
火
薬
庫
か
ら
当
該
施

設
に
対
し
て
と
る
べ
き
保
安
距
離
は
、
三
級
火
薬
庫
、

設
に
対
し
て
と
る
べ
き
保
安
距
離
は
、
三
級
火
薬
庫
、
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が
ん
具
煙
火
貯
蔵
庫
又
は
導
火
線
庫
に
あ
つ
て
は
、
規

が
ん
具
煙
火
貯
蔵
庫
又
は
導
火
線
庫
に
あ
つ
て
は
、
規

則
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
四
項
に
規
定

則
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
四
項
に
規
定

す
る
保
安
距
離
と
し
、
そ
の
他
の
火
薬
庫
に
あ
つ
て
は

す
る
保
安
距
離
と
し
、
そ
の
他
の
火
薬
庫
に
あ
つ
て
は

、
次
に
掲
げ
る
距
離
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
距
離
と
す
る
。

イ

当
該
施
設
が
当
該
火
薬
庫
の
守
衛
又
は
管
理
人
の

イ

当
該
施
設
が
当
該
火
薬
庫
の
守
衛
又
は
管
理
人
の

詰
所
そ
の
他
当
該
火
薬
庫
を
警
戒
す
る
た
め
に
設
け

詰
所
そ
の
他
当
該
火
薬
庫
を
警
戒
す
る
た
め
に
設
け

ら
れ
た
家
屋
で
あ
る
場
合
に
は
、
規
則
第
二
十
三
条

ら
れ
た
家
屋
で
あ
る
場
合
に
は
、
規
則
第
二
十
三
条

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
火
薬
庫
か
ら
第
三
種
保
安
物
件
に
対
し
て

り
、
当
該
火
薬
庫
か
ら
第
三
種
保
安
物
件
に
対
し
て

と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
安
距
離
の
八
分
の
一
の

と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
安
距
離
の
八
分
の
一
の

距
離
（
そ
の
距
離
が
、
一
級
火
薬
庫
、
二
級
火
薬
庫

距
離
（
そ
の
距
離
が
、
一
級
火
薬
庫
、
二
級
火
薬
庫

、
実
包
火
薬
庫
又
は
煙
火
火
薬
庫
に
あ
つ
て
は
そ
の

、
実
包
火
薬
庫
又
は
煙
火
火
薬
庫
に
あ
つ
て
は
そ
の

貯
蔵
火
薬
類
の
数
量
が
〇
・
三
ト
ン
、
水
蓄
火
薬
庫

貯
蔵
火
薬
類
の
数
量
が
〇
・
三
ト
ン
、
水
蓄
火
薬
庫
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に
あ
つ
て
は
そ
の
貯
蔵
火
薬
類
の
数
量
が
五
十
ト
ン

に
あ
つ
て
は
そ
の
貯
蔵
火
薬
類
の
数
量
が
五
十
ト
ン

の
場
合
に
お
い
て
同
条
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
六

の
場
合
に
お
い
て
同
条
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
六

項
の
規
定
に
よ
り
第
三
種
保
安
物
件
に
対
し
て
と
ら

項
の
規
定
に
よ
り
第
三
種
保
安
物
件
に
対
し
て
と
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
安
距
離
の
四
分
の
一
の
距
離

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
安
距
離
の
四
分
の
一
の
距
離

に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
保
安
距
離
の
四
分
の
一

に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
保
安
距
離
の
四
分
の
一

の
距
離
）

の
距
離
）

ロ

当
該
施
設
が
イ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ

ロ

当
該
施
設
が
イ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ

る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
火
薬
庫
が
煙
火
火
薬
庫
以

る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
火
薬
庫
が
煙
火
火
薬
庫
以

外
の
火
薬
庫
（
一
級
火
薬
庫
、
二
級
火
薬
庫
又
は
実

外
の
火
薬
庫
で
あ
る
と
き
は
、
保
安
物
件
の
種
類
に

包
火
薬
庫
で
あ
っ
て
、
そ
の
貯
蔵
火
薬
量
の
数
量
が

応
じ
て
規
則
第
二
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

〇
・
二
ト
ン
以
下
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る

又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
火
薬
庫
か
ら
保
安

と
き
は
、
保
安
物
件
の
種
類
に
応
じ
て
規
則
第
二
十

物
件
に
対
し
て
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
安
距
離

三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
六
項
の
規
定

の
二
分
の
一
の
距
離
（
そ
の
距
離
が
、
保
安
物
件
の
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に
よ
り
当
該
火
薬
庫
か
ら
保
安
物
件
に
対
し
て
と
ら

種
類
に
応
じ
て
一
級
火
薬
庫
、
二
級
火
薬
庫
又
は
実

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
安
距
離
の
二
分
の
一
の
距
離

包
火
薬
庫
に
あ
つ
て
は
そ
の
貯
蔵
火
薬
類
の
数
量
が

（
そ
の
距
離
が
、
保
安
物
件
の
種
類
に
応
じ
て
一
級

〇
・
三
ト
ン
、
水
蓄
火
薬
庫
に
あ
つ
て
は
そ
の
貯
蔵

火
薬
庫
、
二
級
火
薬
庫
又
は
実
包
火
薬
庫
に
あ
つ
て

火
薬
類
の
数
量
が
五
十
ト
ン
の
場
合
に
お
い
て
同
条

は
そ
の
貯
蔵
火
薬
類
の
数
量
が
〇
・
三
ト
ン
、
水
蓄

第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
保
安

火
薬
庫
に
あ
つ
て
は
そ
の
貯
蔵
火
薬
類
の
数
量
が
五

物
件
に
対
し
て
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
安
距
離

十
ト
ン
の
場
合
に
お
い
て
同
条
第
一
項
、
第
三
項
又

に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
保
安
距
離
）

は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
物
件
に
対
し
て
と
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
安
距
離
に
満
た
な
い
と
き
は

、
当
該
保
安
距
離
）

ハ

当
該
施
設
が
イ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ

ハ

当
該
施
設
が
イ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ

る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
火
薬
庫
が
煙
火
火
薬
庫
で

る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
火
薬
庫
が
煙
火
火
薬
庫
で

あ
る
と
き
は
、
保
安
物
件
の
種
類
に
応
じ
て
規
則
第

あ
る
と
き
は
、
保
安
物
件
の
種
類
に
応
じ
て
規
則
第



- 7 -

二
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り

二
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り

当
該
火
薬
庫
か
ら
保
安
物
件
に
対
し
て
と
ら
な
け
れ

当
該
火
薬
庫
か
ら
保
安
物
件
に
対
し
て
と
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
保
安
距
離
の
三
分
の
一
の
距
離

ば
な
ら
な
い
保
安
距
離
の
三
分
の
一
の
距
離

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。


